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議案第３７号 

 

   君津市学校給食費の管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 君津市学校給食費の管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するも

のとする。 

 

令和８年３月９日提出 

 

                           君津市長 石 井 宏 子 

 

提案理由 

小学校の学校給食費及び令和８年度における中学校の学校給食費の無償化を実施するた

め、君津市学校給食費の管理に関する条例（令和３年君津市条例第１号）の一部を改正し

ようとするものである。 
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君津市条例第  号 

 

君津市学校給食費の管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 君津市学校給食費の管理に関する条例（令和３年君津市条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条中第２号を削り、第３号を第２号とし、同条第４号中「給食実施小中学生」を「 

学校給食を受ける児童又は生徒」に改め、同号を同条第３号とする。 

 第５条第２項中「前項」を「前２項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項中「 

給食実施小中学生の保護者」を「前項に規定するもののほか、学校給食を受ける生徒（以

下この項において「給食実施中学生」という。）の保護者」に、「当該給食実施小中学生」

を「当該給食実施中学生」に、「給食実施小中学生であるとき」を「給食実施中学生である

とき」に、「給食実施小中学生に係る」を「給食実施中学生に係る」に改め、同項ただし書

中「生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１３条に規定する」を削り、同項を同条

第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。 

  市長は、学校給食を受ける児童に係る学校給食費を免除することができる。ただし、

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１３条に規定する教育扶助（次項において

「教育扶助」という。）を受けている場合を除く。 

 附則に次の１項を加える。 

 （令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの中学校の学校給食費の徴収に関する

特例） 

５ 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間に実施する学校給食に係る学校給

食費については、第３条第１項の規定にかかわらず、学校給食を受ける生徒の保護者か

らは徴収しない。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 


